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地域における取組事例
　　事例 1　江戸川区総合体育館
　施設スタッフ（指定管理者）と地域が連携し、「障害の
ある人の受入れにNoと言わない」をモットーに、積極
的に障害のある人の利用を促進しています。
　様々な取組で障害のある人が利用しやすい雰囲気につ
なげており、障害のある人も利用しています。

 ● 安心して利用してもらうための工夫

 ● 多種多様なスポーツ教室から施設の一般利用へ

　江戸川区内の各体育施設には「スポーツコンシェルジュ」
と呼ばれるスタッフが、利用者からの問合せや、利用にあたっ
ての相談に対応しています。また、スポーツコンシェルジュ
が施設でのパラスポーツ教室の講師も務めています。問合せ
で相談したスタッフが教室の講師を務めることが安心感につ
ながり、参加しやすいと好評です。
　また、各施設のスポーツコンシェルジュは毎月集まり、相
談者への対応や教室での様子などの事例を共有しています。

　障害の有無を問わず参加できるボッチャや、知的障害児対
象の運動、知的障害のある人向けのバスケットボールなど、
様々なスポーツ教室を実施しています。チラシに講師の写真
を掲載することで、参加する障害のある人の不安を解消して
います。また、教室の参加をきっかけに、施設の一般利用に
つながっている人もいます。
　なお、毎月第 1 水曜日の夜間は車いすバスケットボールの
開放日としており、車いすバスケットボールと一般スポーツ
のバスケットボールが体育館を半面ずつ使用しています。

スポーツコンシェルジュによる相談対応
の様子

車いすバスケットボールの開放日の様子
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　江戸川区では初級パラスポーツ指導員養成講習会を区主催で
開催しています。同講習を通じて資格を取得した人は「えどが
わパラスポアンバサダー」として区のパラスポーツイベントな
どで活躍しています。江戸川区総合体育館では初級パラスポー
ツ指導員の有資格者は 8 名おり、資格を取る過程で障害のある
人への意識が変わる人が多いため、資格取得を推奨しています。

　　事例 2　荒川総合スポーツセンター
　荒川区は2019年の荒川総合スポーツセンターの改修に
あたり、障害者団体や区のバリアフリー協議会等に意見を
聞き、障害のある人だけでなく、子供から高齢者まで優し
い施設づくりを行いました。また、利用者の声に耳を傾け
柔軟に対応する姿勢や、スタッフによる積極的な声かけな
ど、ソフト面においても誰にでも優しい施設づくりに努め
ています。

　荒川総合スポーツセンターでは、「小さなことから大きなことまで利用
者の要望には可能な限り応える」をモットーにしています。
・「会議室で卓球バレーができないか」との要望に対し、団体と相談を重

ねました。安全面に配慮し、倉庫から会議室への卓球台の移動等は施設
スタッフが行う一方で、団体でできる範囲の準備は団体が行っています。

・電動車いす利用者から、「濡れたレインコートをバッグなどにしまって
館内に持ち込みたくない」との声を受け、ハンガーラックに S 字フック
を掛けた「レインコート置き場」を入口に設置しました。

 ● 地域との連携から一般利用へ

 ● 意識向上を促す人材育成

 ● 利用者の要望に「できる限り応える姿勢」

　江戸川区総合体育館の向かいにある特別支援学校の生徒に来所してもらい、施設の使い勝手
などの意見を聞いています。また、リハビリ後の運動場所を求めている人のニーズにも応えて
います。

館内正面の見えやすいと
ころに設置

講習会の様子








